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10
月
１
日
か
ら
消
費
税
率
が
10
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。そ
れ
と
同
時
に
、

日
本
で
初
め
て
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
も
導
入
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
と
も
な
っ

て
、
事
業
者
は
値
札
変
更
や
会
計
処
理
の
変
更
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
が
生

ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
特
に
影
響
が
大
き
い
ポ
イ
ン
ト
を
選
ん

で
ご
紹
介
し
ま
す
。

待
っ
た
な
し
！ 

消
費
税
率
引
き
上
げ
と

消
費
税
軽
減
税
率
制
度

10
月
１
日
か
ら
実
施
、
皆
さ
ん
の
準
備
は
ど
う
で
す
か
？

新
制
度
「
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
」

　

10
月
１
日
か
ら
、
消
費
税
の
何
が
変
わ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
大
づ
か
み
に
言
う
と
「
消
費
税
率
が

８
％
か
ら
10
％
に
引
き
上
げ
」「
食
料
品
な
ど
の

税
率
を
８
％
と
す
る
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
が
導

入
」
の
２
点
で
す
。

　

軽
減
税
率
制
度
は
、一
定
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に

つ
い
て
、
本
来
10
％
と
な
る
と
こ
ろ
を
８
％
に
軽
減

す
る
制
度
で
す
。
対
象
と
な
る
の
は
、

●
生
活
必
需
品
で
あ
る
飲
食
料
品
（
食
品
表
示

法
に
規
定
す
る
「
食
品
」
の
こ
と
）

●
週
２
回
以
上
発
行
で
定
期
購
読
さ
れ
る
新
聞

で
す
（
図
１
）。

　

軽
減
税
率
制
度
へ
の
対
策
を
、
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

に
し
ま
し
た
（
図
２
）。
こ
れ
を
見
て
、
こ
れ
か
ら

や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
大
づ
か
み
に
理
解

し
て
く
だ
さ
い
。

制
度
導
入
後
は

事
務
処
理
も
変
わ
り
ま
す

　

軽
減
税
率
制
度
の
導
入
は
、
事
務
処
理
の
面
で

も
こ
れ
ま
で
の
や
り
方
を
変
え
る
必
要
が
出
て
き

ま
す
。
自
社
や
自
店
で
該
当
品
目
が
あ
る
か
ど
う

か
を
確
認
し
、
あ
る
場
合
に
は
「
事
務
処
理
を
ど

う
変
え
な
く
て
は
い
け
な
い
か
」
に
つ
い
て
、
し
っ

か
り
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

　

軽
減
税
率
の
対
象
品
目
が
あ
る
場
合
に
は
、

レ
ジ
の
買
い
替
え
や
、
社
内
の
経
理
関
係
シ
ス
テ

ム
の
項
目
追
加
、
さ
ら
に
は
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の

変
更
や
改
修
な
ど
も
、
視
野
に
入
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
請
求
書
な
ど
の
書
式
の
変
更
も
必
要
で

す
（
図
３
）。
10
月
１
日
か
ら
２
０
２
３
年
９
月
30

日
ま
で
は
「
区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式
」、

２
０
２
３
年
10
月
１
日
か
ら
は
「
適
格
請
求
書
等

保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）」
が
実
施
さ
れ

ま
す
。

① 

10
月
１
日
以
降
は
、
記
載
さ
れ
て
い
る
品
目
が

標
準
税
率
な
の
か
軽
減
税
率
な
の
か
を
明
記

し
、
税
率
ご
と
に
合
計
し
た
対
価
の
額
を
書
か

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
「
区
分
記
載

請
求
書
」
と
い
い
ま
す
。

② 

２
０
２
３
年
10
月
１
日
以
降
は
「
適
格
請
求
書

等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）」
が
実
施

さ
れ
ま
す
。「
区
分
記
載
請
求
書
」
の
記
載
項

目
に
加
え
、
税
率
ご
と
の
消
費
税
額
と
登
録
番

号
も
記
載
す
る
「
適
格
請
求
書
」
への
変
更
が

不
可
欠
に
な
り
ま
す
。

　

免
税
事
業
者
の
方
に
と
っ
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
実
施
は
大
き
な
問
題
で
す
。
適
格
請
求
書
等
は

課
税
事
業
者
の
み
が
発
行
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
お

特集1　消費税軽減税率制度
特集1   消費税軽減税率制度

図2　対策フローチャート

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
導
入
へ
の
理
解

レジの入替の検討が必要

受発注システムの
改修・入替の検討が必要

請求書等の
記載事項の追加が必要

お買い上げいただきましてありがとうございます。
記載の通り、ご請求申し上げます

請　求　書
発行日2018年4月25日
○○ストアー
東京都△△区◆◆町1-2-3
TEL.03-1234-XXXX

○○○食堂  様
今回ご請求額　   15,228円

日付 品目 税込価格
 4/14 食料品 3,240
 雑貨 2,160
 4/15 食料品 5,940
 雑貨 3,888

合計        15,228

お買い上げいただきましてありがとうございます。
記載の通り、ご請求申し上げます

請　求　書
発行日2019年10月25日
○○ストアー
東京都△△区◆◆町1-2-3
TEL.03-1234-XXXX

注）※は軽減税率（8%）対象商品

10%税率対象合計 6,160
9,1808%税率対象合計

※

※

○○○食堂  様
今回ご請求額　   15,340円

 10/14 食料品 3,240
 雑貨 2,200
 10/15 食料品 5,940
 雑貨 3,960

合計        15,340

日付 品目 区分 税込価格

お買い上げいただきましてありがとうございます。
記載の通り、ご請求申し上げます

請　求　書
発行日2023年10月25日
○○ストアー
東京都△△区◆◆町1-2-3
TEL.03-1234-XXXX

注）※は軽減税率（8%）対象商品 xxx-xxxx

5,600

8,5008%税率対象合計

※

※

○○○食堂  様
今回ご請求額　   15,340円

 10/14 食料品 3,000
 雑貨 2,000
 10/15 食料品 5,500
 雑貨 3,600

合計        14,100
消費税 1,240

消費税 680

消費税 560

日付 品目 区分 税込価格

10%税率対象合計

現行の
請求書

～2019年9月30日

2019月10月1日～2023年9月30日

区分記載請求書

①軽減税率の対象品目である旨

③税率ごとの消費税 ④登録番号
②税率ごとに合計した対価の額

2
2023年10月1日～

適格請求書3

1

軽減税率制度は全ての事業者に影響があります。必要な対策をフローチャートで確認しましょう。

小売業、
飲食業筈
（BtoC）

卸売業、
食品製造業等
（BtoB）

経理処理の変更が必要

自
社
の
販
売
商
品
は

標
準
税
率（
消
費
税
10
%
）

対
象
品
目
の
み

自
社
の
販
売
商
品
に

軽
減
税
率（
消
費
税
8
%
）

対
象
品
目
が
含
ま
れ
て
い
る

図3　それぞれの請求書の書式

レストラン等での食事

ビールやワイン

水道水

医薬品・
医薬部外品

新聞 野菜

弁当 パン

精米

テイクアウト・
持ち帰り・宅配等は
軽減税率

飲料

魚

軽減税率対象

図１　消費税率引き上げの概要

標準税率対象

飲食料品

その他酒類外食

8%

10%
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り
、
免
税
事
業
者
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、
免
税
事
業
者
は
課
税
事
業
者
か
ら
取
引
を
避

け
ら
れ
る
可
能
性
が
で
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
ビ
ジ

ネ
ス
に
は
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
で
す
。
免
税
事
業
者

は
、
将
来
的
に
は
課
税
事
業
者
に
な
る
こ
と
を
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

請
求
書
等
の
記
載
の
違
い
を
図
４
に
ま
と
め
ま

し
た
。
制
度
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ

を
従
業
員
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
に
な

り
ま
す
。
従
業
員
教
育
も
、
し
っ
か
り
と
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

事
業
者
向
け
の

さ
ま
ざ
ま
な
支
援
策

　

国
は
、
中
小
企
業
や
小
規
模
事
業
者
の
軽
減
税

率
制
度
へ
の
対
応
を
支
援
す
る
た
め
、
複
数
税
率

に
対
応
し
た
レ
ジ
や
受
発
注
シ
ス
テ
ム
等
に
導
入
・

セ
ミ
ナ
ー
で
課
題
認
識
を

　

何
か
ら
始
め
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
方

は
、
セ
ミ
ナ
ー
の
受
講
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

ス
マ
ホ
を
活
用
し
た

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
策
セ
ミ
ナ
ー

【
日
時
】　

8
月
28
日（
水
）

午
後
1
時
30
分
～
3
時
30
分

【
会
場
】 

宇
都
宮
東
武
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
デ

（
宇
都
宮
市
本
町
5
-12
）

【
講
師
】

イ
ー
ン
ス
パ
イ
ア
㈱ 

代
表
取
締
役　

横
田
秀
珠
氏

【
内
容
】　

◎
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
、
価
格
転
嫁
対
策

の
概
要

◎
デ
ー
タ
か
ら
学
ぶ
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
策
と
は
？

◎
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
で
不
可
欠
な
決
済
を
完
ぺ
き
に

す
る 

な
ど

【
定
員
】 

50
人

【
費
用
】 

無
料

　

ま
ず
は
、
セ
ミ
ナ
ー
を
通
じ
て
自
身
が
何
に
取

り
組
む
べ
き
か
を
把
握
す
る
き
っ
か
け
に
し
て
く

だ
さ
い
。

オ
ン
デ
マ
ン
ド
セ
ミ
ナ
ー
で

い
つ
で
も
受
講
可
能

　

セ
ミ
ナ
ー
へ
の
参
加
が
難
し
い
方
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る「
オ
ン
デ
マ
ン
ド
セ
ミ
ナ
ー
」を
ご
活

用
く
だ
さ
い
。
今
年
12
月
末
ま
で
の
期
間
限
定
で

す
が
、
消
費
税
軽
減
税
率
に
関
す
る
４
つ
の
講
座

が
無
料
で
何
度
で
も
受
講
で
き
ま
す
。

Ｐ
Ｏ
Ｓ
レ
ジ
を
体
験
し
よ
う

　

当
所
で
は
、
日
本
商
工
会
議
所
と
連
携
し
、
代

表
的
な
Ｐ
Ｏ
Ｓ
レ
ジ
で
あ
る「
Ａ
ｉｒ
レ
ジ
」（
リ
ク

ル
ー
ト
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
社
）を
事
務
所
内
に
展
示

し
て
い
ま
す
。
実
際
に
手
に
触
れ
て
、
使
って
、「
Ａ

ｉｒ
レ
ジ
」を
体
験
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
対
応
は
お
早
め
に

　

キ
ャッ
シ
ュレ
ス
決
済
へ
の
対
応
も
お
店
側
が
準

備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ポ
イ
ン
ト
の
一つ
で
す
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・

消
費
者
還
元
事
業
説
明
会

【
日
時
】　

８
月
８
日（
木
）

午
後
1
時
30
分
～
5
時
30
分

【
会
場
】　

宇
都
宮
東
武
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
デ

（
宇
都
宮
市
本
町
5
-12
）

【
内
容
】　

◎
キ
ャッ
シ
ュレ
ス
・
消
費
者
還
元
事
業
に
つい
て

◎
軽
減
税
率
対
策
補
助
金
に
つい
て

◎
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
者
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョン（
６
社
）

◎
個
別
相
談
会

【
定
員
】 

50
人

【
費
用
】 

無
料

　

決
済
事
業
者
と
直
接
相
談
で
き
る
絶
好
の

機
会
で
す
。
キ
ャッ
シ
ュレ
ス
決
済
端
末
導
入
を

検
討
し
て
い
る
方
は
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

困
っ
た
ら
ま
ず
、
商
工
会
議
所
へ

　

当
所
で
は
、
窓
口
で
の
相
談
だ
け
で
な
く
、

職
員
に
よ
る
巡
回
指
導
も
行
って
い
ま
す
。
困
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

〈
問
合
せ
〉

経
営
支
援
部 

☎
0
2
8
-6
3
7
-3
1
3
1

　

軽
減
税
率
制
度
で
は
、
消
費
税
率
が
二
種
類（
10
％
、８
％
）に
な
る
こ
と
か
ら
、
事
業
者
に
も
影
響
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
何
か
ら
手

を
付
け
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
事
業
者
の
皆
さ
ま
に
向
け
て
、
当
所
で
は
さ
ま
ざ

ま
な
支
援
メ
ニ
ュ
ー
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

商
工
会
議
所
の
支
援
を
活
用
し
て
早
め
の
準
備・対
策
を

改
修
を
支
援
す
る「
軽
減
税
率
対
策
補
助
金
」や
、

需
要
の
平
準
化
を
図
る
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
消
費

者
還
元
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
（
図
５
）。

■
軽
減
税
率
対
策
補
助
金
（
レ
ジ
補
助
金
）

　

複
数
税
率
に
対
応
し
た
レ
ジ
や
受
発
注
シ
ス
テ

ム
・
請
求
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
・
改
修
に
あ
た

っ
て
、
経
費
の
一
部
を
支
援
す
る
補
助
金
で
す
。

補
助
率
は
４
分
の
３
で
す
。
９
月
30
日
ま
で
に
導

入
・
修
正
・
支
払
い
が
必
要
で
す
。

■
キ
ャッ
シ
ュレ
ス
・
消
費
者
還
元
事
業

　

決
済
端
末
の
導
入
や
決
済
手
数
料
軽
減
、
消
費

者
へ
の
ポ
イ
ン
ト
還
元
等
を
支
援
す
る
制
度
で
す
。

実
施
期
間
は
今
年
10
月
か
ら
来
年
６
月
ま
で
で
す
。

　

商
工
会
議
所
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
メ
ニュ
ー

を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。
今
月
号
の
折
込
チ
ラ
シ

や
次
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

消
費
税
の

価
格
転
嫁
は
必
須
で
す

　

消
費
税
は
、
製
造
や
卸
や
小
売
り
な
ど
、
取
引

の
各
段
階
で
課
税
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
価
格
に

転
嫁
さ
れ
、
最
終
的
に
は
消
費
者
が
負
担
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

も
し
価
格
転
嫁
が
で
き
な
い
場
合
、
税
込
の
売

上
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
税
抜
の
売
上
額
は
減

少
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
社
の
売
上
や
利
益
が
減

少
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

対
象
商
品
す
べ
て
に
き
ち
ん
と
価
格
転
嫁
す
る

の
が
原
則
で
す
が
、
企
業
の
販
売
戦
略
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
理
由
で
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
で

し
ょ
う
（
集
客
の
た
め
に
一
定
商
品
に
つ
い
て
は
消

費
税
分
を
据
え
置
く
な
ど
）。
そ
の
場
合
で
も
、

事
業
全
体
で
の
売
上
・
利
益
の
確
保
を
忘
れ
ず
、

方
法
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

※　
　
　

※　
　
　

※

　
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
駆
け
足
で
概
要
を
ご
説

明
し
ま
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図5　国の支援策
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※ 1 原則として中小企業基本法上の中小企業で、課税所得が15億円以内である事業者が対象
※ 2 補助上限 ： 1000万円（発注システム）、150万円（受注システム）。
 ハードウェアや一部パッケージ製品の自己負担額は異なる
※ 3  補助上限 ： 150万円。ハードウェアや一部パッケージ製品の自己負担額は異なる
※ 4  3万円未満のレジの場合は自己負担額が 1/5となる。タブレットは自己負担額が 1/2となる
 補助上限 ： レジ1台あたり20万円、券売機 1台あたり20万円。1事業者あたり上限 200万円
 （別途、商品マスタの設定費用に対する補助あり）
※ 5  中小・小規模事業者は5%還元、フランチャイズ等の場合は2%還元となる。
 自動車や新築住宅の購入、医療・福祉や学校等の取引、高換金性の非課税取引、
 風営法・暴対法関連は対象外となる
※ 6  本制度の対象となる決済事業者を利用した場合に限られる（フランチャイズ等の事業者は対象外）

※1中小・小規模事業者　 の登録受付中
実施期間 : 2019年10月～2020年6月

キャッシュレス・
消費者還元事業

軽
減
税
率
対
象
商
品
の
販
売
　有
　
無

受発注
システム
の改修

電子的な
受発注
システムを
改修・入替

税率ごとに
区分して
合計した
税込額等
を記載

請求書
システム
の改修

複数税率
レジと
周辺機器
の導入

消費者への
ポイント
5%
還元

加盟店
手数料が
3.25%
以下に
さらに
その1/3を
補助

端末代金の
自己
負担額
0円

決済
金額

決済
手数料

決済
端末

※2 ※3

※4

※5 ※6 ※6

2019年9月30日までに導入・修正・支払が必要
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事務所内に
POS㆑ジ「Ａｉｒ㆑ジ」

（リクルートライフスタイル社）
を展示しています

図4　請求書等の記載事項の違い
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